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    使えるものを有効活用！ リサイクルまつり 

 

「教育講演会」開催のお知らせ 

 
教育委員会では、「新しい学びへの対応」推進事業の一環として「教育講演会」を開催します。 
北海道教育大学旭川校准教授 渥美伸彦氏を講師に、新しい時代の教育と学習指導要領の改定について、『「ア

クティブラーニング」の視点からの授業改善 』と題し講演をいただきます。教育関係者に限らずどなたでもご
参加できますので、ぜひお越しください。 
 
 
●日 時 ： 10月 13日（金） 午後２時 50分開始          
●場 所 ： 公民館「恵み野ホール」 なごみホール  
●講 師 ： 北海道教育大学旭川校准教授 渥美 伸彦 氏 
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NO.216 

10/７ 
(土) 

●募集期限 ５月１５日（金） 
※今年度更新作業の関係上期限を記載しておりますが、情報については、
随時受け付けしております。ご協力よろしくお願いします。 
※寄せられました「空き家情報」は後日、建築面積、構造、築年等を調
査し整理した後にホームページで全国に向けてＰＲします。

 

2017.10.5 

●募集期限 ５月１５日（金） 
※今年度更新作業の関係上期限を記載しておりますが、情報については、
随時受け付けしております。ご協力よろしくお願いします。 
※寄せられました「空き家情報」は後日、建築面積、構造、築年等を調
査し整理した後にホームページで全国に向けてＰＲします。

 ■詳しくは総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 

2013.7.22 

NO.123 

●日 時 10月７日（土）午前９時～ 
●場 所 リサイクルセンター（東丘） 
●主 催 クリーンタウンわっさむ 
 
①友愛セール           午前９時～午前 11時 
②フリーマーケット・廃油石鹸販売 午前９時～午前 11時 
③コーヒー牛乳無料サービス    午前９時～無くなり次第終了 
④エコロジー商品抽選会      午前10時～午前 10時 15分 

(抽選券の配布は午前９時 40分までです) 

◆遊休品引渡・展示 

まだまだ使える家具などの遊休品を希望者に

お譲りします。なお、希望者多数の場合は抽選と

させていただきます。 

遊休品展示 午前９時～午前 10時 30分 

遊休品引渡 午前10時 30分～午前 11時 
   

遊休品の再利用など資源の有効活用を推進するため、「リサイ

クルまつり」を開催します。 

ご家族やご近所の皆さんお誘い合せのうえ、お越しください。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

※ご来場の際には買い物袋などを持参ください。また、遊休品のお持ち帰りは各自でお願いします。 

■詳しくは和寒小学校（℡32-2003）、または教育委員会（℡32－2477） 

10/13 
(金) 

    ポコ・ア・ポコのハロウィーンおはなし会 

読み聞かせボランティアによる「ポコ・ア・ポコのハロウ
ィ―ンおはなし会」を開催します。 
ハロウィーンにちなんだ絵本の読み聞かせやパネルシア 

ターなど、楽しい内容になっていますので、お気軽にお越し
ください。 

●日  時  10月 14日（土） 午前 10時 30分～ 
 
●場  所  図書館 視聴覚室 
 

■詳しくは図書館まで（℡32-4646） 

10/14 
(土) 

■詳しくは総務課まちづくり推進係（℡32-2421） ■詳しくは総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 
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香りあふれるラベンダー湯 

 

 

第 15回和寒町社会福祉大会について 

糖尿病教室のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●募集期限 ５月１５日（金） 
※今年度更新作業の関係上期限を記載しておりますが、情報については、
随時受け付けしております。ご協力よろしくお願いします。 
※寄せられました「空き家情報」は後日、建築面積、構造、築年等を調
査し整理した後にホームページで全国に向けてＰＲします。

 

今回の変わり湯は｢ラベンダー湯｣です。 

この湯は香りがよく、風邪予防･疲労回復などの効果があると言われてい

ます。 

ぜひ、ラベンダーを入れたお風呂をお楽しみください。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

10/15 
(日) 

●日 時 10月 15日(日) 

午後４時 30分～午後９時 30分 

●場 所 保養センター 

３年に 1度の『和寒町社会福祉大会』を次のとおり開催します。多年にわたり福祉の発展に功労のあった方々

への表彰と記念講演をおこないます。 

ご近所おさそい合わせのうえ、皆さまのご参加をお待ちしています！ 

体を動かす機会が減る冬場に向けて、食品の選び方や目安量を確認しておくことは大切です。調理実習をし
ながら、普段の食生活を振り返りましょう。 

●日 時  11月 14日（火）午前９時 30分～午後１時 
●場 所  保健福祉センター２階 調理実習室 
●テーマ  「食べ方で変わる！自分のからだ」～食品の目安量～ 
●対 象  ・糖尿病と診断を受けた方 
      ・糖尿病予備群と言われている方 
      ・そのご家族の方  
●持ち物  糖尿病連携手帳、筆記用具、お薬手帳 

（教室に参加したことがある方は、過去の資料もご持参ください） 
●参加費  300円 
●お申込  11月７日（火）までに保健福祉課保健係までお願いします。 
 
 

■詳しくは保健福祉課保健係（℡32-2000） 

●募集期限 ５月１５日（金） 
※今年度更新作業の関係上期限を記載しておりますが、情報については、
随時受け付けしております。ご協力よろしくお願いします。 
※寄せられました「空き家情報」は後日、建築面積、構造、築年等を調
査し整理した後にホームページで全国に向けてＰＲします。

 ■詳しくは総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 

10/25 
(水) 

11/14 
(火) 

■詳しくは和寒町社会福祉協議会まで 担当：山田・精進（℡ 32-3666） 

●開 催 日  10月 25日（水） 
●場 所  公民館 恵み野ホール 
●入 場 料  無 料 

●式典（表彰） 午後１時 30分から 

 

●記念講演（権利擁護講演会） 午後２時 30分から 

演題：『自分の生活、自分で守る～安心した生活をいつまでも～』 

講師：株式会社 FOLLOW 代表取締役 川田 哲也氏（社会福祉士） 

 ●そ の 他  士別市・剣淵町の障がい施設で作成している作品・お菓子等の販売します。 
         この機会にぜひお立ち寄りください。 
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秋の全道火災予防運動について 

 

 

生ごみの出し方について（注意！） 

 

 

10月は「不正軽油防止強化月間」です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 15日から 31日までの 17日間、「平成 29年 秋の全道火災予防運動」が実施されます。これからの季節は
空気が乾燥し、暖房器具による火災が発生しやすい時期となりますので、火の取扱いには十分注意し、火災のな
い明るい街づくりにご協力ください。 
 また、火災予防運動の一環として、10月 16日（月）午前中に、一般家庭防火広報を下記の自治会を対象に実
施します。当日は消防団員が各家庭を巡回し、火災予防の呼びかけとチラシによる広報を実施しますので、ご協
力お願いします。 

 【全国統一防火標語】 火の用心 ことばを形に 習慣に 

 

対象地区  松岡北原自治会、東山自治会、三笠南自治会 

        三和菊野自治会、西和福原自治会、中和自治会 

【和寒町消防団秋季消防訓練の実施について】 

消防団では、10月 11日（水）午前５時より、秋季消防訓練を実施します。 
当日は、東山スキー場 駐車場 にて、模擬火災訓練を実施します。火災とお間違いになりませんよう 

お願いします。 
なお、訓練当日、サイレンは吹鳴しません。 

■詳しくは消防署和寒支署（℡32-2119） 

９月 21 日(木)生ごみの収集後、生ごみ専用袋に入れず、直接バ

ケツに生ごみが出されていました。(右図) 

生ごみは、専用袋(有料)に入れ、指定日の朝８時までに出してい

ただくことになっています。 

ごみ出しのルールは必ず守っていただきますようお願いします。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

○生ごみ専用袋(有料)以外のものに入れたり、袋なしで出すこ

とはできません。 

○生ごみ以外のものを混ぜないように。 

○指定日を守りましょう。(毎週月･木曜日) 

上川総合振興局では、、石油製品販売店、地下タンク等を所有している事業所、ディーゼル車を所有している
事業所等を訪問し、燃料抜取調査を実施します。 
 不正軽油は、悪質な脱法行為というだけではなく、排気ガス中の PMや NOxを増加させ、道民の健康と安全を
脅かす原因にもなっています。 
 「作らない」「売らない」「買わない」「使わない」を合い言葉に、不正軽油の撲滅に向けた取締りを一層強化
します。 
 
次のような情報がありましたら、不正軽油ストップ 110番までご連絡ください。 

●著しく安い軽油を売り込んでいる業者がいる 
●灯油や重油をトラックなどの燃料に使っているようだ 
●不審な施設（場所）にタンクローリーが出入りしている 
 
【不正軽油ストップ 110番   0120-971-191】 

●募集期限 ５月１５日（金） 
※今年度更新作業の関係上期限を記載しておりますが、情報については、
随時受け付けしております。ご協力よろしくお願いします。 
※寄せられました「空き家情報」は後日、建築面積、構造、築年等を調
査し整理した後にホームページで全国に向けてＰＲします。

 ■詳しくは総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 

■詳しくは上川総合振興局課税課事業税関税係まで（℡32-2422） 

「冷凍の魚」と思われる 

ルール違反の投棄 


